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議案第３号 

 

   君津市道路占用料条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市道路占用料条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和元年６月３日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

消費税及び地方消費税の税率が、８パーセントから１０パーセントに引き上げられるこ

とに伴い、使用料等の額の適正化を図るため、君津市道路占用料条例（昭和４６年君津市

条例第３６号）、君津市都市公園条例（昭和４７年君津市条例第１４号）、君津市こ線人

道橋の設置及び管理に関する条例（昭和４９年君津市条例第１号）、君津市行政財産使用

料条例（昭和５１年君津市条例第３３号）、君津市駐車場の設置及び管理に関する条例（昭

和５３年君津市条例第９号）、君津市国保診療所に関する条例（昭和５５年君津市条例第

２４号）、君津市民文化ホールの設置及び管理に関する条例（平成２年君津市条例第３号）、

君津市立公園の設置及び管理に関する条例（平成５年君津市条例第２１号）、君津市営聖

地公園の設置及び管理に関する条例（平成６年君津市条例第１５号）、君津市自転車駐車

場の設置及び管理に関する条例（平成６年君津市条例第２３号）、君津市法定外公共物の

管理に関する条例（平成１３年君津市条例第３号）、君津市農業集落排水処理施設の設置

及び管理に関する条例（平成１４年君津市条例第５号）、君津市バスターミナル駐車場の

設置及び管理に関する条例（平成１５年君津市条例第５号）及び君津市勤労者総合福祉セ

ンターの設置及び管理に関する条例（平成１５年君津市条例第２５号）の一部を改正しよ

うとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市道路占用料条例等の一部を改正する条例  

 

（君津市道路占用料条例の一部改正） 

第１条 君津市道路占用料条例（昭和４６年君津市条例第３６号）の一部を次のように改

正する。 

別表法第３２条第１項第６号に掲げる施設の項祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける    

ものの目中「６４円」を「６６円」に改め、同表施行令第７条第１号に掲げる物件の項

旗ざおの目祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものの節及び幕（施行令第７条第２号

に掲げる工事用施設であるものを除く。）の目祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるも

のの節中「３７円」を「３８円」に改める。 

（君津市都市公園条例の一部改正） 

第２条 君津市都市公園条例（昭和４７年君津市条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

  別表第２都市公園占用料の項競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する

催しのため設けられる仮設工作物の目中「６４円」を「６６円」に、「使用料」を「占用

料」に改める。 

  別表第３の１の表専用使用の項中 

「       

 ３，２４０円 ４，３２０円 ６，４８０円 １４，０４０円   

 ９，７２０円 １２，９６０円 １９，４４０円 ４２，１２０円   

 １４，５８０円 １９，４４０円 ２９，１６０円 ６３，１８０円   

 ４８，６００円 ６４，８００円 ９７，２００円 ２１０，６００円   

 ６４０円 ８６０円 １，２９０円 ２，８００円   

 １，９４０円 ２，５９０円 ３，８８０円 ８，４２０円   

 ２，９１０円 ３，８８０円 ５，８３０円 １２，６３０円   

 ９，７２０円 １２，９６０円 １９，４４０円 ４２，１２０円  を 

 １，６２０円 ２，１６０円 ３，２４０円 ７，０２０円   
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 １，２９０円 １，７２０円 ２，５９０円 ５，６１０円   

 ３，８８０円 ５，１８０円 ７，７７０円 １６，８４０円   

 ５，８３０円 ７，７７０円 １１，６６０円 ２５，２７０円   

 １９，４４０円 ２５，９２０円 ３８，８８０円 ８４，２４０円   

 ３２０円 ４３０円 ６４０円 １，４００円   

 １，６２０円 ２，１６０円 ３，２４０円 ７，０２０円   

     」  

「       

 ３，３００円 ４，４００円 ６，６００円 １４，３００円   

 ９，９００円 １３，２００円 １９，８００円 ４２，９００円   

 １４，８５０円 １９，８００円 ２９，７００円 ６４，３５０円   

 ４９，５００円 ６６，０００円 ９９，０００円 ２１４，５００円   

 ６６０円 ８８０円 １，３２０円 ２，８６０円   

 １，９８０円 ２，６４０円 ３，９６０円 ８，５８０円   

 ２，９７０円 ３，９６０円 ５，９４０円 １２，８７０円   

 ９，９００円 １３，２００円 １９，８００円 ４２，９００円  に 改 

 １，６５０円 ２，２００円 ３，３００円 ７，１５０円   

 １，３２０円 １，７６０円 ２，６４０円 ５，７２０円   

 ３，９６０円 ５，２８０円 ７，９２０円 １７，１６０円   

 ５，９４０円 ７，９２０円 １１，８８０円 ２５，７４０円   

 １９，８００円 ２６，４００円 ３９，６００円 ８５，８００円   

 ３３０円 ４４０円 ６６０円 １，４３０円   

 １，６５０円 ２，２００円 ３，３００円 ７，１５０円   

     」  

 め、同表個人使用の項中「１００円」を「１１０円」に、「２１０円」を「２２０円」

に改め、同表附属設備使用の項移動ステージの目中「２，１６０円」を「２，２００円」

に改め、同項ピアノの目中「３，２４０円」を「３，３００円」に改め、同項１６ミリ

映写機の目中「２，１６０円」を「２，２００円」に改め、同項放送設備の目中「 

１，０８０円」を「１，１００円」に改める。 
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  別表第３の２の表水泳場の項大人（高校生以上）の目中「４３０円」を「４４０円」

に改め、同項小人（小・中学生）の目中「２１０円」を「２２０円」に改め、同表卓球

場の項中「１００円」を「１１０円」に改める。 

  別表第３の３の表中 

「        

 ５４０円 １，０８０

円 

１，６２０

円 

２，７００

円 

  

 

 ３２０円 ６４０円 １，０８０

円 

１，７２０

円 

 ２１０円 ４３０円 ６４０円 １，０８０

円 

 ４３０円 ６４０円 ８６０円 １，５１０

円 

１，６２０

円 

 ３２０円 ４８０円 ６４０円 １，１３０

円 

１，２４０

円 

 ２１０円 ３２０円 ４３０円 ７５０円 ８１０円 

 ６４０円 ９７０円 １，２９０

円 

２，２６０

円 

２，４３０

円 

 ４８０円 ７２０円 ９７０円 １，７００

円 

１，８５０

円 

 ３２０円 ４８０円 ６４０円 １，１３０

円 

１，２４０

円 

 ２時間以内 ２，７００円 １０，８００

円 

５，４００

円 

 

 １人１日につき １００円  

       」 

 を 

「        

 ５５０円 １，１００

円 

１，６５０

円 

２，７５０

円 

    

 

 
 ３３０円 ６６０円 １，１００

円 

１，７６０

円 

 ２２０円 ４４０円 ６６０円 １，１００

円 
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 ４４０円 ６６０円 ８８０円 １，５４０

円 

  １，６５０ 

円 

 ３３０円 ４９０円 ６６０円 １，１５０

円 

１，２６０

円 

 ２２０円 ３３０円 ４４０円 ７７０円 ８２０円 

 ６６０円 ９９０円 １，３２０

円 

２，３１０

円 

２，４７０

円 

 ４９０円 ７３０円 ９９０円 １，７３０

円 

１，８９０

円 

 ３３０円 ４９０円 ６６０円 １，１５０

円 

１，２６０

円 

 ２時間以内 ２，７５０円 １１，０００

円 

５，５００

円 

 

 １人１日につき １１０円  

       」 

 に改める。 

  別表第３の４の表中 

「       

 ５４０円 １，０８０円 １，６２０円 ２，１６０円  

 

 

 ３２０円 ６４０円 １，０８０円 １，６２０円  

 ２１０円 ４３０円 ６４０円 ８６０円  

 ２時間以内 ２，７００円 １０，８００

円 

５，４００円  

 １人１日につき １００円  

      」 

 を 

「       

 ５５０円 １，１００円 １，６５０円 ２，２００円   

 ３３０円 ６６０円 １，１００円 １，６５０円  

 ２２０円 ４４０円 ６６０円 ８８０円  

 ２時間以内 ２，７５０円 １１，０００

円 

５，５００円  
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 １人１日につき １１０円  

      」 

 に改め、同表野外ステージの項中「３２０円」を「３３０円」に改める。 

 （君津市こ線人道橋の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 君津市こ線人道橋の設置及び管理に関する条例（昭和４９年君津市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

  別表第４条第１項第４号に規定するものの項祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるも

のの目中「６４円」を「６６円」に、「占用料」を「使用料」に改める。 

（君津市行政財産使用料条例の一部改正） 

第４条 君津市行政財産使用料条例（昭和５１年君津市条例第３３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１項第１号及び第２号中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改

める。 

 （君津市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第５条 君津市駐車場の設置及び管理に関する条例（昭和５３年君津市条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

  別表普通利用料金の項中「２５０円」を「２６０円」に、「３００円」を「３１０円」

に、「４６０円」を「４７０円」に、「５１０円」を「５２０円」に改め、同表定期利

用料金の項中「４，３２０円」を「４，４００円」に、「１０，８００円」を「 

１１，０００円」に、「５，１９０円」を「５，２８０円」に、「１２，９６０円」を

「１３，２００円」に改める。 

（君津市国保診療所に関する条例の一部改正） 

第６条 君津市国保診療所に関する条例（昭和５５年君津市条例第２４号）の一部を次の

ように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

   「    「    

  １，６２０円    １，６５０円   

  ２，１６０円    ２，２００円   

  ３，２４０円    ３，３００円   

別表中  ５，４００円  を  ５，５００円  に、 
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  ４，３２０円    ４，４００円   

  ２，１６０円    ２，２００円   

  ５４０円    ５５０円   

   」    」  

 「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改め、同表死体検案料（車賃を除く。）

の項中「５，４００円」を「５，５００円」に改める。 

（君津市民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 君津市民文化ホールの設置及び管理に関する条例（平成２年君津市条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

「   

 １１，８８０

円

５，９４０円 １１，８８０

円

１７，８２０

円

  

 ２１，６００

円

１０，８００

円

２１，６００

円

３２，４００

円

  

 ２８，０８０

円

１４，０４０

円

２８，０８０

円

４２，１２０

円

  

 ５５，０８０

円

２７，５４０

円

５５，０８０

円

８２，６２０

円

  

 １４，０４０

円

７，０２０円 １４，０４０

円

２１，０６０

円

  

 ２５，９２０

円

１２，９６０

円

２５，９２０

円

３８，８８０

円

  

 ３３，４８０

円

１６，７４０

円

３３，４８０

円

５０，２２０

円

  

別表第１中

 ６５，８８０

円

３２，９４０

円

６５，８８０

円

９８，８２０

円

 

を 
 ７，５６０円 ３，７８０円 ７，５６０円 １１，３４０

円

 

 １４，０４０ ７，０２０円 １４，０４０ ２１，０６０   
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 円 円 円   

 １８，３６０

円

９，１８０円 １８，３６０

円

２７，５４０

円

  

 ３５，６４０

円

１７，８２０

円

３５，６４０

円

５３，４６０

円

  

 ８，６４０円 ４，３２０円 ８，６４０円 １２，９６０

円

  

 １７，２８０

円

８，６４０円 １７，２８０

円

２５，９２０

円

  

 ２１，６００

円

１０，８００

円

２１，６００

円

３２，４００

円

  

 ４３，２００

円

２１，６００

円

４３，２００

円

６４，８００

円

  

 」  

「    

１２，１００

円

６，０５０円 １２，１００

円

１８，１５０

円

 

２２，０００

円

１１，０００

円

２２，０００

円

３３，０００

円

 

２８，６００

円

１４，３００

円

２８，６００

円

４２，９００

円

 

５６，１００

円

２８，０５０

円

５６，１００

円

８４，１５０

円

 

１４，３００

円

７，１５０円 １４，３００

円

２１，４５０

円

 

２６，４００

円

１３，２００

円

２６，４００

円

３９，６００

円

 

３４，１００

円

１７，０５０

円

３４，１００

円

５１，１５０

円
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６７，１００

円

３３，５５０

円

６７，１００

円

１００，６５０

円
に改める。 

７，７００円 ３，８５０円 ７，７００円 １１，５５０

円

１４，３００

円

７，１５０円 １４，３００

円

２１，４５０

円

 

１８，７００

円

９，３５０円 １８，７００

円

２８，０５０

円

 

３６，３００

円

１８，１５０

円

３６，３００

円

５４，４５０

円

 

８，８００円 ４，４００円 ８，８００円 １３，２００

円

 

１７，６００

円

８，８００円 １７，６００

円

２６，４００

円

 

２２，０００

円

１１，０００

円

２２，０００

円

３３，０００

円

 

４４，０００

円

２２，０００

円

４４，０００

円

６６，０００

円

 

 」  

   「    「    

 

 １，６２０円  

 

 １，６５０円   

 １，９４０円   １，９８０円   

 ２，３７０円   ２，４２０円   

 ５，４００円   ５，５００円   

 ６４０円   ６６０円   

 ７５０円   ７７０円   

  ８６０円    ８８０円   

  ２，０５０円    ２，０９０円   

別表第２中  １，０８０円  を  １，１００円  に 
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  １，２９０円    １，３２０円   

  １，５１０円    １，５４０円   

  ３，４５０円    ３，５２０円   

  ５４０円    ５５０円   

  ６４０円    ６６０円   

  ７５０円    ７７０円   

  １，７２０円    １，７６０円   

  ２，７００円    ２，７５０円   

   」    」  

改める。 

 （君津市立公園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 君津市立公園の設置及び管理に関する条例（平成５年君津市条例第２１号）の一

部を次のように改正する。 
 

 「    「   

別表第３有料公園施設の項中 

 ３，２４０円  

を 

 ３，３００円  

 ２，１６０円   ２，２００円  

 ５４０円   ５５０円  

 ５４０円   ５５０円  

 ３２０円   ３３０円  

 ５４０円   ５５０円  

   」    」 

 に改める。 

別表第４競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる

仮設工作物の項中「６４円」を「６６円」に改める。 

 （君津市営聖地公園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第９条 君津市営聖地公園の設置及び管理に関する条例（平成６年君津市条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

  第１９条第１項中「６４０円」を「６６０円」に改める。 

   「    

  ５，４００円   
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第２１条の表中 
 １０，８００円  

を 
 ５，４００円  

  ２，７００円   

   」  

「    

 ５，５００円  

に改める。 
 １１，０００円  

 ５，５００円  

 ２，７５０円  

  」  

 （君津市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 君津市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例（平成６年君津市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

  別表君津駅北口自転車駐車場の項自転車の目定期利用の節中 

「     「    

 ５２０円 ２６０円    ５３０円 ２６０円  

 ２，９８０円 １，４８０円  を  ３，０４０円 １，５１０円  

 ５，６６０円 ２，８３０円    ５，７６０円 ２，８８０円  

   」     」 

 に改め、同項原動機付自転車及び普通自動二輪車の目定期利用の節中 

「     「    

 ７８０円 ４１０円    ８００円 ４２０円  

 ４，４７０円 ２，３９０円  を  ４，５６０円 ２，４３０円  

 ８，４９０円 ４，５２０円    ８，６５０円 ４，６１０円  

   」     」 

 に改め、同表君津駅南口自転車駐車場の項自転車の目定期利用の節中 

「     「    

 １，６７０円 ８３０円    １，７００円 ８５０円  

 ９，５６０円 ４，７８０円    ９，７３０円 ４，８６０円  

 １８，１１０円 ９，０５０円    １８，４５０円 ９，２２０円  

 １，３６０円 ６８０円    １，３８０円 ６９０円  
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 ７，７８０円 ３，８９０円  を  ７，９２０円 ３，９６０円  

 １４，７４０円 ７，３６０円    １５，０１０円 ７，４９０円  

 ５２０円 ２６０円    ５３０円 ２６０円  

 ２，９８０円 １，４８０円    ３，０４０円 １，５１０円  

 ５，６６０円 ２，８３０円    ５，７６０円 ２，８８０円  

   」     」 

 に改め、同項原動機付自転車及び普通自動二輪車の目中 

「     「    

 ２，４１０円 １，２００円  

を 

 ２，４５０円 １，２２０円  

 １３，７４０円 ６，８６０円   １４，０００円 ６，９９０円  

 ２６，０５０円 １３，０２０円   ２６，５３０円 １３，２６０円  

 ２００円 ２００円   ２１０円 ２１０円  

   」     」 

 に改める。 

（君津市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正） 

第１１条 君津市法定外公共物の管理に関する条例（平成１３年君津市条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

  別表の１の表露店、商品置場その他これらに類する施設の項祭礼、縁日等に際し、一

時的に設けるものの目中「６４円」を「６６円」に改め、同表旗ざおの項祭礼、縁日等

に際し、一時的に設けるものの目及び幕（工事用施設であるものを除く。）の項祭礼、縁

日等に際し、一時的に設けるものの目中「３７円」を「３８円」に改める。 

（君津市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１２条 君津市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成１４年君津市

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

 （君津市バスターミナル駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１３条 君津市バスターミナル駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１５年君津市

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  別表普通利用料金の項中「５１０円」を「５２０円」に改め、同表定期利用料金の項

中「５，１４０円」を「５，２３０円」に改める。 
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 （君津市勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１４条 君津市勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１５年君津

市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

  別表の１の表中「１，０２０円」を「１，０４０円」に、「１，５４０円」を「 

１，５７０円」に、「２，０５０円」を「２，０９０円」に改める。 

別表の２の表中「８２０円」を「８３０円」に、「１，０２０円」を「１，０４０円」

に 、 「 ３ ０ ０ 円 」 を 「 ３ １ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ４ 中 「 １ ， ５ ４ ０ 円 」 を 「 

１，５７０円」に改める。 

 附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （君津市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の君津市道路占用料条例の規定は、施行日以後に発す

る納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料に

ついては、なお従前の例による。 

 （君津市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 第２条の規定による改正後の君津市都市公園条例の規定は、施行日以後に発する

納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る占用料につ

いては、なお従前の例による。 

２ 第２条の規定による改正後の君津市都市公園条例の規定は、施行日以後に使用許可を

受けた者の当該使用許可に係る利用料金について適用し、同日前に使用許可を受けた者

の当該使用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。 

 （君津市こ線人道橋の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 第３条の規定による改正後の君津市こ線人道橋の設置及び管理に関する条例の規

定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納

入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。 

 （君津市行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 第４条の規定による改正後の君津市行政財産使用料条例の規定は、施行日以後に

発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用

料については、なお従前の例による。 
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 （君津市駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 第５条の規定による改正後の君津市駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、

施行日以後に利用許可を受けた者の当該利用許可に係る利用料金について適用し、同日

前に利用許可を受けた者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例によ

る。 

 （君津市国保診療所に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第７条 第６条の規定による改正後の君津市国保診療所に関する条例の規定は、施行日以

後の納期に係る使用料等について適用し、同日前の納期に係る使用料等については、な

お従前の例による。 

 （君津市民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第８条 第７条の規定による改正後の君津市民文化ホールの設置及び管理に関する条例の

規定は、施行日以後に使用許可を受けた者の当該使用許可に係る基本利用料金について

適用し、同日前に使用許可を受けた者の当該使用許可に係る基本利用料金については、

なお従前の例による。 

２ 第７条の規定による改正後の君津市民文化ホールの設置及び管理に関する条例の規定

は、施行日以後の使用に係る割増利用料金及び超過利用料金について適用し、同日前の

使用に係る割増利用料金及び超過利用料金については、なお従前の例による。 

 （君津市立公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第９条 第８条の規定による改正後の君津市立公園の設置及び管理に関する条例の規定は、

施行日以後に使用許可を受けた者の当該使用許可に係る利用料金について適用し、同日

前に使用許可を受けた者の当該使用許可に係る利用料金については、なお従前の例によ

る。 

２ 第８条の規定による改正後の君津市立公園の設置及び管理に関する条例の規定は、施

行日以後に発する納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入通知書

に係る占用料については、なお従前の例による。 

 （君津市営聖地公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１０条 第９条の規定による改正後の君津市営聖地公園の設置及び管理に関する条例の

規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る一時使用料及び管理手数料について適用

し、同日前に発する納入通知書に係る一時使用料及び管理手数料については、なお従前

の例による。 



- 22 - 

 （君津市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１１条 第１０条の規定による改正後の君津市自転車駐車場の設置及び管理に関する条

例の規定は、施行日以後に利用許可を受けた者の当該利用許可に係る利用料金について

適用し、同日前に利用許可を受けた者の当該利用許可に係る利用料金については、なお

従前の例による。 

 （君津市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１２条 第１１条の規定による改正後の君津市法定外公共物の管理に関する条例の規定

は、施行日以後に発する納入通知書に係る占用料について適用し、同日前に発する納入

通知書に係る占用料については、なお従前の例による。 

 （君津市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第１３条 第１２条の規定による改正後の君津市農業集落排水処理施設の設置及び管理に

関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して排除している排水施設の使用で、

施行日から令和元年１０月３１日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの

に係る料金（施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月３１日後

である排水施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払

を受ける権利が確定される料金を前回確定日（その直前の料金の支払を受ける権利が確

定された日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後初めて料金の支払を受け

る権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１日まで

の期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）については、な

お従前の例による。 

２ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、これを１月

とする。 

 （君津市バスターミナル駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第１４条 第１３条の規定による改正後の君津市バスターミナル駐車場の設置及び管理に

関する条例の規定は、施行日以後に利用許可を受けた者の当該利用許可に係る利用料金

について適用し、同日前に利用許可を受けた者の当該利用許可に係る利用料金について

は、なお従前の例による。 

 （君津市勤労者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 
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第１５条 第１４条の規定による改正後の君津市勤労者総合福祉センターの設置及び管理

に関する条例の規定は、施行日以後に使用許可を受けた者の当該使用許可に係る利用料

金について適用し、同日前に使用許可を受けた者の当該使用許可に係る利用料金につい

ては、なお従前の例による。 

  

 



 

-
 
1
 
- 

君津市道路占用料条例等新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条による改正 君津市道路占用料条例  

別表（第２条） 別表（第２条） 

区分 占用料 

単位 金額 

省略 

法第３２条第

１項第６号に

掲げる施設 

祭礼、縁日等に際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方

メートル１日に

つき 

６６円

（使用期

間が１月

以上の占

用料につ

いては、

６０円） 

省略 

施行令第７条

第１号に掲げ

る物件 

省略 

旗ざお 祭礼、縁日等に

際し、一時的に

設けるもの 

１本１日につき ３８円

（使用期

間が１月

以上の占

用料につ

いては、

３５円） 

省略 

幕（施行令第

７条第２号

祭礼、縁日等に

際し、一時的に

その面積１平方

メートル１日に

３８円

（使用期 

区分 占用料 

単位 金額 

省略 

法第３２条第

１項第６号に

掲げる施設 

祭礼、縁日等に際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方

メートル１日に

つき 

６４円

（使用期

間が１月

以上の占

用料につ

いては、

６０円） 

省略 

施行令第７条

第１号に掲げ

る物件 

省略 

旗ざお 祭礼、縁日等に

際し、一時的に

設けるもの 

１本１日につき ３７円

（使用期

間が１月

以上の占

用料につ

いては、

３５円） 

省略 

幕（施行令第

７条第２号 

祭礼、縁日等に

際し、一時的に

その面積１平方

メートル１日に

３７円

（使用期 



 

-
 
2
 
- 

に掲げる工

事用施設で

あるものを

除く。） 

設けるもの つき 間が１月

以上の占

用料につ

いては、

３５円）

 省略 

省略 

省略 
 

に掲げる工

事用施設で

あるものを

除く。） 

設けるもの つき 間が１月

以上の占

用料につ

いては、

３５円）

 省略 

省略 

省略 
 

備考 省略 備考 省略 

  

第２条による改正 君津市都市公園条例  

別表第２（第１２条） 別表第２（第１２条） 

区分 単位 金額 

省略 

都

市

公

園

占

用

料 

省略 

競技会、集会、展示会、博覧会、その他

これらに類する催しのため設けられる

仮設工作物 

１平方メートル

１日につき 

６６円（使

用期間が

１月以上

の占用料

について

は、６０

円） 

省略 
 

区分 単位 金額 

省略 

都

市

公

園

占

用

料 

省略 

競技会、集会、展示会、博覧会、その他

これらに類する催しのため設けられる

仮設工作物 

１平方メートル

１日につき 

６４円（使

用期間が

１月以上

の使用料

について

は、６０

円） 

省略 
 

備考 省略 備考 省略 

別表第３（第１２条、第３０条第２項） 別表第３（第１２条、第３０条第２項） 

１ 市民体育館使用料 １ 市民体育館使用料 
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時間区分

使用区分 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで

午後６時

から午後

９時まで

午前９時

から午後

９時まで

専

用

使

用

主

体

育

室

営利を目的

としないと

き 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

３，３００

円

４，４００

円

６，６００

円

１４，３００

円

入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

９，９００

円

１３，２００

円

１９，８００

円

４２，９００

円

 営利を目的

とするとき 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

１４，８５０

円

１９，８００

円

２９，７００

円

６４，３５０

円

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

４９，５００

円

６６，０００

円

９９，０００

円

２１４，５００

円

 小

体

育

室

営利を目的

としないと

き 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

６６０円 ８８０円１，３２０

円

２，８６０

円

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

１，９８０

円

２，６４０

円

３，９６０

円

８，５８０

円

 営利を目的

とするとき 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

２，９７０

円

３，９６０

円

５，９４０

円

１２，８７０

円

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

９，９００

円

１３，２００

円

１９，８００

円

４２，９００

円

時間区分

使用区分 

午前９時

から正午

まで 

午後１時

から午後

５時まで

午後６時

から午後

９時まで

午前９時

から午後

９時まで 

専

用

使

用

主

体

育

室

営利を目的

としないと

き 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

３，２４０

円

４，３２０

円

６，４８０

円

１４，０４０

円 

入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

９，７２０

円

１２，９６０

円

１９，４４０

円

４２，１２０

円 

 営利を目的

とするとき 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

１４，５８０

円

１９，４４０

円

２９，１６０

円

６３，１８０

円 

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

４８，６００

円

６４，８００

円

９７，２００

円

２１０，６００

円 

 小

体

育

室

営利を目的

としないと

き 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

６４０円 ８６０円１，２９０

円

２，８００

円 

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

１，９４０

円

２，５９０

円

３，８８０

円

８，４２０

円 

 営利を目的

とするとき 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

２，９１０

円

３，８８０

円

５，８３０

円

１２，６３０

円 

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

９，７２０

円

１２，９６０

円

１９，４４０

円

４２，１２０

円 
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 弓道場 １，６５０２，２００３，３００７，１５０

  円 円 円 円

 視

聴

覚

室

営利を目的

としないと

き 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

１，３２０

円

１，７６０

円

２，６４０

円

５，７２０

円

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

３，９６０

円

５，２８０

円

７，９２０

円

１７，１６０

円

 営利を目的

とするとき 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

５，９４０

円

７，９２０

円

１１，８８０

円

２５，７４０

円

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

１９，８００

円

２６，４００

円

３９，６００

円

８５，８００

円

 会

議

室

営利を目的としないと

き 

３３０円 ４４０円 ６６０円１，４３０

円

 営利を目的とするとき １，６５０

円

２，２００

円

３，３００

円

７，１５０

円

個

人

使

用

営利を目的と

しないときに

主体育室、小体

育室又は弓道

場の一部を個

人が使用する

場合 

小 中 学 生

１ 人 １ 時

間につき 

５０円 ５０円 ５０円 １１０円

省略 

一 般 １ 人

１ 時 間 に

つき 

１１０円 １１０円 １１０円 ２２０円

附移動ステージ １回につき ２，２００円 

属ピアノ １台につき ３，３００円 

 弓道場 １，６２０２，１６０３，２４０７，０２０ 

  円 円 円 円 

 視

聴

覚

室

営利を目的

としないと

き 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

１，２９０

円

１，７２０

円

２，５９０

円

５，６１０

円 

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

３，８８０

円

５，１８０

円

７，７７０

円

１６，８４０

円 

 営利を目的

とするとき 

入 場 料 を

徴 収 し な

い場合 

５，８３０

円

７，７７０

円

１１，６６０

円

２５，２７０

円 

 入 場 料 を

徴 収 す る

場合 

１９，４４０

円

２５，９２０

円

３８，８８０

円

８４，２４０

円 

 会

議

室

営利を目的としないと

き 

３２０円 ４３０円 ６４０円１，４００

円 

 営利を目的とするとき １，６２０

円

２，１６０

円

３，２４０

円

７，０２０

円 

個

人

使

用

営利を目的と

しないときに

主体育室、小体

育室又は弓道

場の一部を個

人が使用する

場合 

小 中 学 生

１ 人 １ 時

間につき 

５０円 ５０円 ５０円 １００円 

省略 

一 般 １ 人

１ 時 間 に

つき 

１００円 １００円 １００円 ２１０円 

附移動ステージ １回につき ２，１６０円 

属ピアノ １台につき ３，２４０円 
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設１６ミリ映写機 １式につき ２，２００円 

備 省略 

使放送設備 １式につき １，１００円 

用 省略 
 

設１６ミリ映写機 １式につき ２，１６０円 

備 省略 

使放送設備 １式につき １，０８０円 

用 省略 
 

備考 省略 備考 省略 

２ 水泳場・卓球場使用料 ２ 水泳場・卓球場使用料 

使用区分 使用料 

水泳場 大人（高校生以上） ４４０円

小人（小・中学生） ２２０円

省略 

卓球場 勤労青少年 １卓につき１時間 １１０

円 

上記以外の者 １卓につき１時間 １１０

円 
 

使用区分 使用料 

水泳場 大人（高校生以上） ４３０円

小人（小・中学生） ２１０円

省略 

卓球場 勤労青少年 １卓につき１時間 １００

円 

上記以外の者 １卓につき１時間 １００

円 
 

備考 省略 備考 省略 

３ 野球場・庭球場・陸上競技場使用料 ３ 野球場・庭球場・陸上競技場使用料 

時間等区分

使用区分 

２時間

以内 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

半日 午後６

時から

午後９

時まで 

野球場 一般チーム ５５０

円

１，１００

円

１，６５０

円

２，７５０

円

     

学生チーム ３３０

円

６６０

円

１，１００

円

１，７６０

円

小・中学生チ

ーム 

２２０

円

４４０

円

６６０

円

１，１００

円

時間等区分

使用区分 

２時間

以内 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午前９

時から

午後５

時まで 

半日 午後６

時から

午後９

時まで 

野球場 一般チーム ５４０

円

１，０８０

円

１，６２０

円

２，７００

円

     

学生チーム ３２０

円

６４０

円

１，０８０

円

１，７２０

円

小・中学生チ

ーム 

２１０

円

４３０

円

６４０

円

１，０８０

円
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庭球場（内み

のわ運動公

園） 

１ コ

ー ト

に つ

き 

一般 ４４０

円

６６０

円

８８０

円

１，５４０

円

 １，６５０

円

学生 ３３０

円

４９０

円

６６０

円

１，１５０

円

１，２６０

円

小・中

学生 

２２０

円

３３０

円

４４０

円

７７０

円

８２０

円

庭球場（君津

緩衝緑地） 

１ コ

ー ト

に つ

き 

一般 ６６０

円

９９０

円

１，３２０

円

２，３１０

円

２，４７０

円

学生 ４９０

円

７３０

円

９９０

円

１，７３０

円

１，８９０

円

小・中

学生 

３３０

円

４９０

円

６６０

円

１，１５０

円

１，２６０

円

陸上競技場 練習以外の

使用 

２時間以内 ２，７５０

円 

１１，０００

円

５，５００

円

 

練習使用 １人１日につき １１０円 
 

庭球場（内み

のわ運動公

園） 

１ コ

ー ト

に つ

き 

一般 ４３０

円

６４０

円

８６０

円

１，５１０

円

 １，６２０

円 

学生 ３２０

円

４８０

円

６４０

円

１，１３０

円

１，２４０

円 

小・中

学生 

２１０

円

３２０

円

４３０

円

７５０

円

８１０

円 

庭球場（君津

緩衝緑地） 

１ コ

ー ト

に つ

き 

一般 ６４０

円

９７０

円

１，２９０

円

２，２６０

円

２，４３０

円 

学生 ４８０

円

７２０

円

９７０

円

１，７００

円

１，８５０

円 

小・中

学生 

３２０

円

４８０

円

６４０

円

１，１３０

円

１，２４０

円 

陸上競技場 練習以外の

使用 

２時間以内 ２，７００

円 

１０，８００

円

５，４００

円

 

練習使用 １人１日につき １００円 
 

備考 省略 備考 省略 

４ スポーツ広場・野外ステージ使用料 ４ スポーツ広場・野外ステージ使用料 

時間等区分

使用区分 

２時間以

内 

午 前 ９

時 か ら

正 午 ま

で 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 前 ９

時 か ら

午 後 ５

時まで 

半日 

ス

ポ

ー

ツ

広 

野球使用 一般チーム ５５０円 １，１００

円

１，６５０

円

２，２００

円

   

学生チーム ３３０円 ６６０

円

１，１００

円

１，６５０

円

小・中学生チー２２０円 ４４０ ６６０ ８８０

時間等区分

使用区分 

２時間以

内 

午 前 ９

時 か ら

正 午 ま

で 

午 後 １

時 か ら

午 後 ５

時まで 

午 前 ９

時 か ら

午 後 ５

時まで 

半日 

ス

ポ

ー

ツ

広 

野球使用 一般チーム ５４０円 １，０８０

円

１，６２０

円

２，１６０

円

   

学生チーム ３２０円 ６４０

円

１，０８０

円

１，６２０

円

小・中学生チー２１０円 ４３０ ６４０ ８６０
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場  ム 円 円 円   

 その他の

使用 

練習以外の使

用 

２時間以内 ２，７５０円 １１，０００

円

５，５００

円

練習使用 １人１日につき １１０円 

野外ステー

ジ 

１時間 ３３０円 

 

場  ム 円 円 円    

 その他の

使用 

練習以外の使

用 

２時間以内 ２，７００円 １０，８００

円

５，４００

円

練習使用 １人１日につき １００円 

野外ステー

ジ 

１時間 ３２０円 

 

備考 省略 備考 省略 

  

第３条による改正 君津市こ線人道橋の設置及び管理に関する条例  

別表（第１２条） 別表（第１２条） 

区分 使用料 

単位 金額 

省略 

第４条第１

項第４号に

規定するも

の 

祭礼、縁日等に際し、一時的

に設けるもの 

使用面積１平方

メートル１日に

つき 

６６円

（使用期

間が１月

以上の使

用料につ

いては、

６０円） 

省略 

省略 
 

区分 使用料 

単位 金額 

省略 

第４条第１

項第４号に

規定するも

の 

祭礼、縁日等に際し、一時的

に設けるもの 

使用面積１平方

メートル１日に

つき 

６４円

（使用期

間が１月

以上の占

用料につ

いては、

６０円） 

省略 

省略 
 

備考 省略 備考 省略 

  

第４条による改正 君津市行政財産使用料条例  
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（使用料） （使用料） 

第２条 地方自治法第２３８条の４第７項の規定による許可を受けて

行政財産をその本来の用途以外又は目的を妨げない限度において使

用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の

使用料を納付しなければならない。 

第２条 地方自治法第２３８条の４第７項の規定による許可を受けて

行政財産をその本来の用途以外又は目的を妨げない限度において使

用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の

使用料を納付しなければならない。 

(1) 土地（従物を含む。）については、市長の評定した土地価格の

１，０００分の３以内で市長が定める額（使用期間が１月未満の

使用料については、当該額に１００分の１１０を乗じて得た額） 

(1) 土地（従物を含む。）については、市長の評定した土地価格の

１，０００分の３以内で市長が定める額（使用期間が１月未満の

使用料については、当該額に１００分の１０８を乗じて得た額） 

(2) 建物（従物を含む。）については、市長の評定した建物価格の

１，０００分の５以内で市長が定める額に１００分の１１０を乗

じて得た額 

(2) 建物（従物を含む。）については、市長の評定した建物価格の

１，０００分の５以内で市長が定める額に１００分の１０８を乗

じて得た額 

(3) 省略 (3) 省略 

２～４ 省略 ２～４ 省略 

  

第５条による改正 君津市駐車場の設置及び管理に関する条例  

別表（第１０条第２項） 別表（第１０条第２項） 

区分 単位 金額 

普通利用

料金 

１供用日内

で１台１回

の駐車につ

き 

省略 

２時間を超え２時間３０分まで ２６０円

２時間３０分を超え３時間まで ３１０円

省略 

４時間を超え４時間３０分まで ４７０円

４時間３０分を超える場合 ５２０円

定期利用

料金 

１台につき 通学用自動車 １月 ４，４００円

 ３月 １１，０００

区分 単位 金額 

普通利用

料金 

１供用日内

で１台１回

の駐車につ

き 

省略 

２時間を超え２時間３０分まで ２５０円

２時間３０分を超え３時間まで ３００円

省略 

４時間を超え４時間３０分まで ４６０円

４時間３０分を超える場合 ５１０円

定期利用

料金 

１台につき 通学用自動車 １月 ４，３２０円

 ３月 １０，８００



 

-
 
9
 
- 

  円

  上記以外のもの １月 ５，２８０円

  ３月 １３，２００

    円
 

  円

  上記以外のもの １月 ５，１９０円

  ３月 １２，９６０

    円
 

  

第６条による改正 君津市国保診療所に関する条例  

（使用料等） （使用料等） 

第５条 省略 第５条 省略 

２ 前項の規定により使用料等（別表に定めるものを除く。）を算定

する場合において、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条

第１項の規定により消費税を課されないこととなる診療以外の診療

に係る使用料等の額は、前項の規定により算定した額に１００分の

１１０を乗じて得た額とする。この場合において、１０円未満の端

数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

２ 前項の規定により使用料等（別表に定めるものを除く。）を算定

する場合において、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条

第１項の規定により消費税を課されないこととなる診療以外の診療

に係る使用料等の額は、前項の規定により算定した額に１００分の

１０８を乗じて得た額とする。この場合において、１０円未満の端

数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

別表（第５条） 別表（第５条） 

区分 単位 金額 

省略 

文

書

料 

診断書 普通診断書 １通につき １，６５０円 

特

殊

な

診

断

書

死亡診断書（死体検案

書を含む。） 

１通につき ２，２００円 

 自動車損害賠償責任

保険診断書 

１通につき ３，３００円 

 内容が複雑なもの １通につき ５，５００円 

 内容が複雑でないも

の 

１通につき ４，４００円 

 証明書 証明内容が複雑なもの １通につき ２，２００円 

区分 単位 金額 

省略 

文

書

料 

診断書 普通診断書 １通につき １，６２０円 

特

殊

な

診

断

書

死亡診断書（死体検案

書を含む。） 

１通につき ２，１６０円 

 自動車損害賠償責任

保険診断書 

１通につき ３，２４０円 

 内容が複雑なもの １通につき ５，４００円 

 内容が複雑でないも

の 

１通につき ４，３２０円 

 証明書 証明内容が複雑なもの １通につき ２，１６０円 



 

-
 
1
0
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  証明内容が複雑でない

もの 

１通につき ５５０円 

健康診断料 

身体検査料 

  算定基準により算定した額（１

点単価１０円として計算する。）

に１００分の１１０を乗じて得

た額（１０円未満の端数が生じ

たときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。） 

死体検案料

（車賃を除

く。） 

  １件につき ５，５００円 

 

  証明内容が複雑でない

もの 

１通につき ５４０円 

健康診断料 

身体検査料 

  算定基準により算定した額（１

点単価１０円として計算する。）

に１００分の１０８を乗じて得

た額（１０円未満の端数が生じ

たときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。） 

死体検案料

（車賃を除

く。） 

  １件につき ５，４００円 

 

  

第７条による改正 君津市民文化ホールの設置及び管理に関する条例  

別表第１（第１０条第２項） 別表第１（第１０条第２項） 

ホール利用料金 ホール利用料金 

区分 利用料金 

基本利用料

金 

割増利用料金 

入場料徴収の場合 

施設 使 用

日 

時間 １，０００

円未満 

１，０００

円 以 上

３，０００

円 未 満

３，０００

円以上 

大 ホ

ー ル

平日 ９ ： ０ ０ ～

１２：００ 

１２，１００

円

６，０５０

円

１２，１００

円

１８，１５０

円

  １３：００～ ２２，０００１１，０００ ２２，０００３３，０００

  １７：００ 円 円 円 円

区分 利用料金 

基本利用料

金 

割増利用料金 

入場料徴収の場合 

施設 使 用

日 

時間 １，０００

円未満 

１，０００

円 以 上

３，０００

円 未 満

３，０００

円以上 

大 ホ

ー ル

平日 ９：００～

１２：００ 

１１，８８０

円

５，９４０

円

１１，８８０

円

１７，８２０

円

  １３：００～２ １ ， ６ ０１０，８００ ２１，６００３２，４００

  １７：００ 円 円 円 円



 

-
 
1
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  １８：００～

２１：３０ 

２８，６００

円

１４，３００

円

２８，６００

円

４２，９００

円

  ９ ： ０ ０ ～

２１：３０ 

５６，１００

円

２８，０５０

円

５６，１００

円

８４，１５０

円

 土曜日・

日曜日・

休日 

９ ： ０ ０ ～

１２：００ 

１４，３００

円

７，１５０

円

１４，３００

円

２１，４５０

円

 １３：００～

１７：００ 

２６，４００

円

１３，２００

円

２６，４００

円

３９，６００

円

 １８：００～

２１：３０ 

３４，１００

円

１７，０５０

円

３４，１００

円

５１，１５０

円

 ９ ： ０ ０ ～

２１：３０ 

６７，１００

円

３３，５５０

円

６７，１００

円

１００，６５０

円

中 ホ

ー ル

平日 ９ ： ０ ０ ～

１２：００ 

７，７００

円

３，８５０

円

７，７００

円

１１，５５０

円

 １３：００～

１７：００ 

１４，３００

円

７，１５０

円

１４，３００

円

２１，４５０

円

 １８：００～

２１：３０ 

１８，７００

円

９，３５０

円

１８，７００

円

２８，０５０

円

 ９ ： ０ ０ ～

２１：３０ 

３６，３００

円

１８，１５０

円

３６，３００

円

５４，４５０

円

 土曜日・

日曜日・

休日 

９ ： ０ ０ ～

１２：００ 

８，８００

円

４，４００

円

８，８００

円

１３，２００

円

 １３：００～

１７：００ 

１７，６００

円

８，８００

円

１７，６００

円

２６，４００

円

 １８：００～ 

２１：３０ 

２２，０００

円

１１，０００

円

２２，０００

円

３３，０００

円
 

  ９ ： ０ ０ ～４４，０００２２，０００ ４４，０００６６，０００

  １８：００～

２１：３０ 

２８，０８０

円

１４，０４０

円

２８，０８０

円

４２，１２０

円

  ９：００～

２１：３０ 

５５，０８０

円

２７，５４０

円

５５，０８０

円

８２，６２０

円

 土曜日・

日曜日・

休日 

９：００～

１２：００ 

１４，０４０

円

７，０２０

円

１４，０４０

円

２１，０６０

円

 １３：００～

１７：００ 

２５，９２０

円

１２，９６０

円

２５，９２０

円

３８，８８０

円

 １８：００～

２１：３０ 

３３，４８０

円

１６，７４０

円

３３，４８０

円

５０，２２０

円

 ９：００～

２１：３０ 

６５，８８０

円

３２，９４０

円

６５，８８０

円

９８，８２０

円

中 ホ

ー ル

平日 ９：００～

１２：００ 

７，５６０

円

３，７８０

円

７，５６０

円

１１，３４０

円

 １３：００～

１７：００ 

１４，０４０

円

７，０２０

円

１４，０４０

円

２１，０６０

円

 １８：００～

２１：３０ 

１８，３６０

円

９，１８０

円

１８，３６０

円

２７，５４０

円

 ９：００～

２１：３０ 

３５，６４０

円

１７，８２０

円

３５，６４０

円

５３，４６０

円

 土曜日・

日曜日・

休日 

９：００～

１２：００ 

８，６４０

円

４，３２０

円

８，６４０

円

１２，９６０

円

 １３：００～

１７：００ 

１７，２８０

円

８，６４０

円

１７，２８０

円

２５，９２０

円

 １８：００～

２１：３０ 

２１，６００

円

１０，８００

円

２１，６００

円

３２，４００

円
 

  ９：００～４３，２００２１，６００ ４３，２００６４，８００
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  ２１：３０ 円 円 円 円
 

  ２１：３０ 円 円 円 円
 

備考 省略 備考 省略 

別表第２（第１０条第２項） 別表第２（第１０条第２項） 

リハーサル室・会議室等利用料金 リハーサル室・会議室等利用料金 

区分 利用料金 

施設 時間 基本利用料金 

リハーサル室 ９：００～１２：００ １，６５０円

１３：００～１７：００ １，９８０円

１８：００～２１：３０ ２，４２０円

９：００～２１：３０ ５，５００円

練習室 ９：００～１２：００ ６６０円

１３：００～１７：００ ７７０円

１８：００～２１：３０ ８８０円

９：００～２１：３０ ２，０９０円

会議室 ９：００～１２：００ １，１００円

１３：００～１７：００ １，３２０円

１８：００～２１：３０ １，５４０円

９：００～２１：３０ ３，５２０円

和室 ９：００～１２：００ ５５０円

１３：００～１７：００ ６６０円

１８：００～２１：３０ ７７０円

９：００～２１：３０ １，７６０円

ギャラリー ９：００～２１：３０ ２，７５０円
 

区分 利用料金 

施設 時間 基本利用料金 

リハーサル室 ９：００～１２：００ １，６２０円

１３：００～１７：００ １，９４０円

１８：００～２１：３０ ２，３７０円

９：００～２１：３０ ５，４００円

練習室 ９：００～１２：００ ６４０円

１３：００～１７：００ ７５０円

１８：００～２１：３０ ８６０円

９：００～２１：３０ ２，０５０円

会議室 ９：００～１２：００ １，０８０円

１３：００～１７：００ １，２９０円

１８：００～２１：３０ １，５１０円

９：００～２１：３０ ３，４５０円

和室 ９：００～１２：００ ５４０円

１３：００～１７：００ ６４０円

１８：００～２１：３０ ７５０円

９：００～２１：３０ １，７２０円

ギャラリー ９：００～２１：３０ ２，７００円
 

備考 省略 備考 省略 
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第８条による改正 君津市立公園の設置及び管理に関する条例  

別表第３（第１２条第１項、第２３条第２項） 別表第３（第１２条第１項、第２３条第２項） 

使用料 使用料 

区分 単位 金額 

省略 

有料公

園施設 

オートキャンプサイト １区画１泊につき ３，３００円 

デイキャンプサイト １区画１日につき ２，２００円 

貸テント １張１泊につき ５５０円 

炊事用品 一式１泊につき ５５０円 

毛布 １枚１泊につき ３３０円 

ランタン １基１泊につき（電池

別） 

５５０円 

コインシャワー 省略 
 

区分 単位 金額 

省略 

有料公

園施設 

オートキャンプサイト １区画１泊につき ３，２４０円

デイキャンプサイト １区画１日につき ２，１６０円

貸テント １張１泊につき ５４０円

炊事用品 一式１泊につき ５４０円

毛布 １枚１泊につき ３２０円

ランタン １基１泊につき（電池

別） 

５４０円

コインシャワー 省略 
 

別表第４（第１２条第１項） 別表第４（第１２条第１項） 

占用料 占用料 

区分 単位 金額 

省略 

競技会、集会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する催しのため

設けられる仮設工作物 

１平方メートル１日

につき 

６６円（占用期

間が１月以上

の占用料につ

いては６０円）

省略 
 

区分 単位 金額 

省略 

競技会、集会、展示会、博覧会そ

の他これらに類する催しのため

設けられる仮設工作物 

１平方メートル１日

につき 

６４円（占用期

間が１月以上

の占用料につ

いては６０円）

省略 
 

備考 省略 備考 省略 

  

第９条による改正 君津市営聖地公園の設置及び管理に関する条例  



 

-
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（一時使用料） （一時使用料） 

第１９条 市長は、墓碑等の建設を行うため、聖地公園を一時的に使

用する者から１区画１工事当たり６６０円の一時使用料を徴収す

る。 

第１９条 市長は、墓碑等の建設を行うため、聖地公園を一時的に使

用する者から１区画１工事当たり６４０円の一時使用料を徴収す

る。 

２ 省略 ２ 省略 

（管理手数料） （管理手数料） 

第２１条 市長は、墓地区域内の共用施設及び附帯施設の維持管理に

要する経費として使用者（合葬墓地の使用者を除く。）から次に定

める管理手数料を徴収する。 

第２１条 市長は、墓地区域内の共用施設及び附帯施設の維持管理に

要する経費として使用者（合葬墓地の使用者を除く。）から次に定

める管理手数料を徴収する。 

墓地の種類 管理手数料（年額） 

普通墓地（４平方メートル） ５，５００円

〃   （８平方メートル） １１，０００円

芝生墓地 ５，５００円

壁墓地 ２，７５０円
 

墓地の種類 管理手数料（年額） 

普通墓地（４平方メートル） ５，４００円

〃   （８平方メートル） １０，８００円

芝生墓地 ５，４００円

壁墓地 ２，７００円
 

  

第１０条による改正 君津市自転車駐車場の設置及び管理に関する条

          例 

 

別表（第１０条第２項） 別表（第１０条第２項） 

君

津

駅

北

口

自

転

区分 利用単位 金額 

一般 学生 

自転車 定期利用 １月 ５３０円 ２６０円

  ６月 ３，０４０

円

１，５１０

円

  １２月 ５，７６０２，８８０

   円 円

君

津

駅

北

口

自

転

区分 利用単位 金額 

一般 学生 

自転車 定期利用 １月 ５２０円 ２６０円

  ６月 ２，９８０

円

１，４８０

円

  １２月 ５，６６０２，８３０

   円 円
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車

駐 

 一時利用 省略 

原動機付自転車及 

び普通自動二輪車 

定期利用 １月 ８００円 ４２０円

車

場 
 ６月 ４，５６０

円

２，４３０

円

  １２月 ８，６５０

円

４，６１０

円

一時利用 省略 

君

津

駅

南

口

自

転

車

駐

車

場 

自転車 定期利用 １

階 

１月 １，７００

円

８５０円

６月 ９，７３０

円

４，８６０

円

１２月 １８，４５０

円

９，２２０

円

２

階 

１月 １，３８０

円

６９０円

６月 ７，９２０

円

３，９６０

円

１２月 １５，０１０

円

７，４９０

円

 屋

上 

１月 ５３０円 ２６０円

 ６月 ３，０４０

円

１，５１０

円

 １２月 ５，７６０

円

２，８８０

円

 一時利用 省略 

 原動機付自転車及 定期利用 １月 ２，４５０１，２２０

車

駐 

 一時利用 省略 

原動機付自転車及 

び普通自動二輪車 

定期利用 １月 ７８０円 ４１０円

車

場 
 ６月 ４，４７０

円

２，３９０

円

  １２月 ８，４９０

円

４，５２０

円

一時利用 省略 

君

津

駅

南

口

自

転

車

駐

車

場 

自転車 定期利用 １

階 

１月 １，６７０

円

８３０円

６月 ９，５６０

円

４，７８０

円

１２月 １８，１１０

円

９，０５０

円

２

階 

１月 １，３６０

円

６８０円

６月 ７，７８０

円

３，８９０

円

１２月 １４，７４０

円

７，３６０

円

 屋

上 

１月 ５２０円 ２６０円

 ６月 ２，９８０

円

１，４８０

円

 １２月 ５，６６０

円

２，８３０

円

 一時利用 省略 

 原動機付自転車及 定期利用 １月 ２，４１０１，２００
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 び普通自動二輪車   円 円

   ６月 １４，０００

円

６，９９０

円

   １２月 ２６，５３０

円

１３，２６０

円

  一時利用 １回 ２１０円 ２１０円
 

 び普通自動二輪車   円 円

   ６月 １３，７４０

円

６，８６０

円

   １２月 ２６，０５０

円

１３，０２０

円

  一時利用 １回 ２００円 ２００円
 

備考 省略 備考 省略 

  

第１１条による改正 君津市法定外公共物の管理に関する条例  

別表（第１４条） 別表（第１４条） 

１ 土地占用料 １ 土地占用料 

区分 単位 金額 

省略 

露店、商品置場そ

の他これらに類

する施設 

祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートル１日につき 

６６円（使用

期間が１月

以上の場合

にあっては、

６０円） 

省略 

省略 

旗ざお 祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 

１本１日につき ３８円（使用

期間が１月

以上の場合

にあっては、

３５円） 

 省略 

区分 単位 金額 

省略 

露店、商品置場そ

の他これらに類

する施設 

祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートル１日につき 

６４円（使用

期間が１月

以上の場合

にあっては、

６０円） 

省略 

省略 

旗ざお 祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 

１本１日につき ３７円（使用

期間が１月

以上の場合

にあっては、

３５円） 

 省略 
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幕（工事用施設で

あ る も の を 除

く。） 

祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 

その面積１平方メ 

ートル１日につき 

３８円（使用

期間が１月

以上の場合

にあっては、

３５円） 

省略 

省略 
 

幕（工事用施設で

あ る も の を 除

く。） 

祭礼、縁日等に際し、

一時的に設けるもの 

その面積１平方メ 

ートル１日につき 

３７円（使用

期間が１月

以上の場合

にあっては、

３５円） 

 省略 

省略 
 

  

第１２条による改正 君津市農業集落排水処理施設の設置及び管理に

関する条例 

 

（使用料の算定方法） （使用料の算定方法） 

第２０条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の

水量に応じ、別表第１に定めるところにより算定した額に１００分

の１１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）とする。 

第２０条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の

水量に応じ、別表第１に定めるところにより算定した額に１００分

の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額）とする。 

２ 省略 ２ 省略 

  

第１３条による改正 君津市バスターミナル駐車場の設置及び管理に

関する条例 

 

別表（第１１条第２項） 別表（第１１条第２項） 

区分 金額 

普通利用料金 １日以内で１台１回の駐車につき５２０円 

定期利用料金 １月１台の駐車につき５，２３０円 
 

区分 金額 

普通利用料金 １日以内で１台１回の駐車につき５１０円 

定期利用料金 １月１台の駐車につき５，１４０円 
 

備考 省略 備考 省略 
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第１４条による改正 君津市勤労者総合福祉センターの設置及び管理

に関する条例 

 

別表（第１１条第２項） 別表（第１１条第２項） 

１ 専用使用 １ 専用使用 

区分 午前９時から午

後１時まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後５時から午

後９時まで（た

だし、日曜日及

び祝日は午後７

時まで） 

会

議

室

等 

会議室 １，０４０円 １，０４０円 １，０４０円

特別会議室 １，５７０円 １，５７０円 １，５７０円

研修室 ２，０９０円 ２，０９０円 ２，０９０円

教養文化室 １，０４０円 １，０４０円 １，０４０円

フィットネススタジ

オ 

２時間まで２，０９０円 

 

区分 午前９時から午

後１時まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後５時から午

後９時まで（た

だし、日曜日及

び祝日は午後７

時まで） 

会

議

室

等 

会議室 １，０２０円 １，０２０円 １，０２０円

特別会議室 １，５４０円 １，５４０円 １，５４０円

研修室 ２，０５０円 ２，０５０円 ２，０５０円

教養文化室 １，０２０円 １，０２０円 １，０２０円

フィットネススタジ

オ 

２時間まで２，０５０円 

 

備考 省略 備考 省略 

２ 個人使用 ２ 個人使用 

区分 金額 

トレーニングルーム ８３０円

フィットネススタジオ １，０４０円

サウナルーム ３１０円
 

区分 金額 

トレーニングルーム ８２０円

フィットネススタジオ １，０２０円

サウナルーム ３００円
 

備考 備考 

１～３ 省略 １～３ 省略 

４ 公益財団法人体力つくり指導協会（以下「体力つくり指導協

会」という。）が運営するスポーツプラザの総合会員として登

４ 公益財団法人体力つくり指導協会（以下「体力つくり指導協

会」という。）が運営するスポーツプラザの総合会員として登
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録している者が、勤労者センターに併設するスポーツプラザの

施設とフィットネススタジオ、トレーニングルーム及びサウナ

ルームを併用して使用するときの利用料金は、フィットネスス

タジオ、トレーニングルーム及びサウナルームの利用料金にか

かわらず、月額１，５７０円を上限とする。 

録している者が、勤労者センターに併設するスポーツプラザの

施設とフィットネススタジオ、トレーニングルーム及びサウナ

ルームを併用して使用するときの利用料金は、フィットネスス

タジオ、トレーニングルーム及びサウナルームの利用料金にか

かわらず、月額１，５４０円を上限とする。 

５ 省略 ５ 省略 

  

 


